
議案第２６号 

   富津市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 富津市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

する。 

  平成２４年２月２１日提出 

                      富津市長  佐久間 清 治   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 水道事業の給水人口及び１日最大給水量の見直しを行うため、条例の一部を改正

するものである。 



   富津市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 富津市水道事業の設置等に関する条例（昭和４６年富津市条例第８３号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第２項中「富津市の区域内」を「富津市水道事業給水条例（昭和４６年富

津市条例第８５号）第２条に規定する区域」に改め、同条第３項第１号中「４７，

６８７人」を「４４，１００人」に改め、同項第２号中「２１，２９０立方メート

ル」を「２０，３００立方メートル」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２４年５月１日から施行する。 


